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(57)【要約】
【課題】前方がカーブしている道路であるか否かを判定
する。
【解決手段】電波を送信する送信アンテナ３と、送信さ
れた電波が対象物により反射された電波を受信する複数
の受信アンテナ１１～１ｎと、受信された電波の方位毎
に対象物と受信アンテナ１１～１ｎとの相対距離に対す
る受信された電波の強度の関数を算出するＤＢＦ処理部
２３と、受信された電波の方位毎にＤＢＦ処理部２３に
より算出された関数から代表点を抽出する代表点抽出部
と、代表点抽出部により抽出された前記受信された電波
の方位毎の代表点の距離を比較することにより、前方が
カーブしている道路であるか否かを判定するカーブ判定
部と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電波を送信する送信アンテナと、
　前記送信された電波が対象物により反射された電波を受信する複数の受信アンテナと、
　前記受信された電波の方位毎に前記対象物と受信アンテナとの相対距離に対する前記受
信された電波の強度の関数を算出するＤＢＦ処理部と、
　前記受信された電波の方位毎に前記ＤＢＦ処理部により算出された関数から代表点を抽
出する代表点抽出部と、
　前記代表点抽出部により抽出された前記受信された電波の方位毎の代表点の距離を比較
することにより、前方がカーブしている道路であるか否かを判定するカーブ判定部と、
　を備えることを特徴とするレーダ装置。
【請求項２】
　前記カーブ判定部は、前記受信された電波の方位毎の代表点の距離が前記対象物を正面
にして左側の受信アンテナから右側の受信アンテナの順に遠くなっていれば、前方が右カ
ーブしている道路であると判定し、前記受信された電波の方位毎の代表点の距離が前記対
象物を正面にして左側の受信アンテナから右側の受信アンテナの順に近くなっていれば、
前方が左カーブしている道路であると判定することを特徴とする請求項１に記載のレーダ
装置。
【請求項３】
　自レーダ装置を基準とした前記対象物の相対速度を検出する速度検出部と、
　前記検出された相対速度と、自レーダ装置が取り付けられた車両の速度とに基づいて、
前記対象物が移動物であるか否か判定する移動物判定部と、
　前記対象物が移動物と判定された場合、前記ＤＢＦ処理部により算出された関数から、
移動物成分を除去する移動物成分除去部と、
　を備えることを特徴とする請求項１または請求項２に記載のレーダ装置。
【請求項４】
　前記ＤＢＦ処理部により算出された関数に基づいて、前記対象物が前記カーブの道路外
にあるか否か判定するカーブ道路外判定部を更に備えることを特徴とする請求項１から請
求項３のいずれか１項に記載のレーダ装置。
【請求項５】
　前記受信された電波の強度に基づいて、前記対象物と前記受信アンテナとの前記相対距
離を検出する距離検出部と、
　前記ＤＢＦ処理部により算出された関数に基づいて、前記対象物の方位を検出する方位
検出部と、
　を備え、
　前記カーブ道路外判定部は、前記ＤＢＦ処理部により算出された方位毎の関数のうち前
記対象物の方位の関数を抽出し、抽出された関数における代表点の距離と、前記検出され
た相対距離とに基づいて、前記対象物が前記カーブの道路外にあるか否か判定することを
特徴とする請求項１から請求項４のいずれか１項に記載のレーダ装置。
【請求項６】
　前記カーブ道路外判定部は、前記検出された相対距離が、前記抽出された関数における
代表点に対応する距離に基づく距離に基づいて、前記対象物をカーブ道路外にあるか否か
判定することを特徴とする請求項５に記載のレーダ装置。
【請求項７】
　前記代表点は、前記ＤＢＦ処理部により算出された関数の重心であることを特徴とする
請求項１から請求項６のいずれか１項に記載のレーダ装置。
【請求項８】
　受信された電波の方位毎に対象物と受信アンテナとの相対距離に対する受信された電波
の強度の関数を算出する第１のステップと、
　前記受信された電波の方位毎に前記第１のステップにより算出された関数から代表点を
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抽出する第２のステップと、
　前記代表点抽出部により抽出された前記受信された電波の方位毎の代表点の距離を比較
することにより、前方がカーブしている道路であるか否かを判定する第３のステップと、
　をコンピュータに実行させるためのカーブ判定プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レーダ装置及びカーブ判定プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ミリ波レーダ（以下、レーダと称する）は、通常、自動車の車体前方に搭載され
、車間警報または車速制御などに用いられている。車載レーダとしては、ＦＭＣＷ（Ｆｒ
ｅｑｕｅｎｃｙ　Ｍｏｄｕｌａｔｅｄ　Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　Ｗａｖｅ）レーダ、多周
波ＣＷ（Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　Ｗａｖｅ）レーダ、及びパルスレーダ等の方式を利用し
た電子走査型のレーダが用いられている。
【０００３】
　レーダを搭載した自車の周囲に障害物が存在する場合、車間距離警報システムまたは車
速制御システム（以降、総称して追突軽減システムと称する）は自車と障害物との相対的
な距離、方位、速度などの情報を有した物標データを算出する。追突軽減システムは、そ
の物標の位置情報に応じて、自車と障害物との距離を維持させたり、衝突が予想される場
合には警報を発したり、自車を減速させたりするといった自車の制御を行う。
【０００４】
　その際、追突軽減システムは、車速、舵角またはヨーレートといった情報を用いて、自
車両の推定軌跡を算出し、算出した推定軌跡と障害物の位置から障害物と衝突するか否か
を推定する。また、自車両が直線部分を走行していて前方がカーブしている道路の場合、
先行車選択装置が、その前方での道路の曲率を推定し、その推定した道路曲率に基づいて
、先行車両を選択することが開示されている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－３１９２９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　図１３（ａ）は、カーブ中にある障害物の模式図である。図１３（ｂ）は、カーブ中に
ある障害物の模式図である。図１３（ａ）に示すように、レーダから出力される物標デー
タが、自車両の推定軌跡上に存在する場合、追突軽減システムは、その物標の位置情報（
距離、物標が進行方向に垂直な方向にどれほど離れているかを示す横位置、相対速度）に
応じて、警報を発したり、障害物との距離を保持させたり、衝突が予想される場合には減
速させたりといった制御を行う。
【０００７】
　しかし、図１３（ｂ）に示すように、車両がカーブに進入する直前では、舵角やヨーレ
ートといったセンサの信号は、直線路を走行している時の値と変わらない。そのため、追
突軽減システムは、前方に道路のカーブがあると判定することができないという問題があ
る。これにより、追突軽減システムは、カーブ道路外に存在する壁やガードレールといっ
た構造物を、自車両の推定軌跡上に存在すると誤認識してしまい、不要に警報を発するか
または減速制御する場合がある。
【０００８】
　そこで本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、前方がカーブしている道路で
あるか否かを判定することを可能とするレーダ装置及びカーブ道路外判定プログラムを提
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供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　［１］上記の課題を解決するために、本発明の一態様であるレーダ装置は、電波を送信
する送信アンテナと、前記送信された電波が対象物により反射された電波を受信する複数
の受信アンテナと、前記受信された電波の方位毎に前記対象物と受信アンテナとの相対距
離に対する前記受信された電波の強度の関数を算出するＤＢＦ処理部と、前記受信された
電波の方位毎に前記ＤＢＦ処理部により算出された関数から代表点を抽出する代表点抽出
部と、前記代表点抽出部により抽出された前記受信された電波の方位毎の代表点の距離を
比較することにより、前方がカーブしている道路であるか否かを判定するカーブ判定部と
、を備えることを特徴とする。
　上記レーダ装置によれば、前方がカーブしている道路であるか否かを判定することがで
きるので、レーダ装置がカーブ道路外に存在する対象物を自レーダ装置が取り付けられた
車両の走行軌跡上に存在すると誤認識することを防ぐことができる。
【００１０】
　［２］上記［１］に記載のレーダ装置において、前記カーブ判定部は、前記受信された
電波の方位毎の代表点の距離が前記対象物を正面にして左側の受信アンテナから右側の受
信アンテナの順に遠くなっていれば、前方が右カーブしている道路であると判定し、前記
受信された電波の方位毎の代表点の距離が前記対象物を正面にして左側の受信アンテナか
ら右側の受信アンテナの順に近くなっていれば、前方が左カーブしている道路であると判
定することを特徴とする。
　これによれば、カーブ判定部は前方が右カーブしている道路か左カーブしている道路か
を判定することができるので、レーダ装置は、対象物がカーブ道路外にあるか否かを判定
することができる。これにより、レーダ装置がカーブ道路外にある対象物を走行上にある
障害物と誤認識することを防ぐことができる。
【００１１】
　［３］上記［１］または［２］に記載のレーダ装置において、自レーダ装置を基準とし
た前記対象物の相対速度を検出する速度検出部と、前記検出された相対速度と、自レーダ
装置が取り付けられた車両の速度とに基づいて、前記対象物が移動物であるか否か判定す
る移動物判定部と、前記対象物が移動物と判定された場合、前記ＤＢＦ処理部により算出
された関数から、移動物成分を除去する移動物成分除去部と、を備えることを特徴とする
。
　これによれば、ＤＢＦ処理部により算出された関数から、移動物成分を除去することが
できるので、静止物のみを対象物として、その静止物がカーブの道路外にあるか否か判定
することができる。これにより、静止物のみに対しカーブ道路外判定すれはよいので、演
算量を減らすことができる。
【００１２】
　［４］上記［１］から［３］のいずれかに記載のレーダ装置において、前記ＤＢＦ処理
部により算出された関数に基づいて、前記対象物が前記カーブの道路外にあるか否か判定
するカーブ道路外判定部を更に備えることを特徴とする。
　これによれば、前方がカーブしている道路である場合において、対象物がカーブの道路
外にあるか否か判定することができるので、レーダ装置がカーブ道路外に存在する対象物
を自レーダ装置が取り付けられた車両の走行軌跡上に存在すると誤認識することを防ぐこ
とができる。
【００１３】
　［５］上記［１］から［４］のいずれかに記載のレーダ装置において、前記受信された
電波の強度に基づいて、前記対象物と前記受信アンテナとの前記相対距離を検出する距離
検出部と、前記ＤＢＦ処理部により算出された関数に基づいて、前記対象物の方位を検出
する方位検出部と、を備え、前記カーブ道路外判定部は、前記ＤＢＦ処理部により算出さ
れた方位毎の関数のうち前記対象物の方位の関数を抽出し、抽出された関数における代表
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点の距離と、前記検出された相対距離とに基づいて、前記対象物が前記カーブの道路外に
あるか否か判定することを特徴とする。
　これによれば、レーダ装置は、対象物がカーブの道路外にあるか否かを判定することが
できるので、カーブ道路外に存在する対象物を自レーダ装置が取り付けられた車両の走行
軌跡上に存在すると誤認識することを防ぐことができる。
【００１４】
　［６］上記［５］に記載のレーダ装置において、前記カーブ道路外判定部は、前記検出
された相対距離が、前記抽出された関数における代表点に対応する距離に基づく距離に基
づいて、前記対象物をカーブ道路外にあるか否か判定することを特徴とする。
これによれば、レーダ装置は、カーブ道路外に存在する対象物をカーブ道路外と判定する
ことができる。これにより、レーダ装置は、カーブ道路外に存在する対象物を自レーダ装
置が取り付けられた車両の走行に障害となる物標からはずすことができるので、レーダ装
置がその対象物を自レーダ装置が取り付けられた車両の走行軌跡上に存在すると誤認識す
ることを防ぐことができる。
【００１５】
　［７］上記［１］から［６］のいずれかに記載のレーダ装置において、前記代表点は、
前記ＤＢＦ処理部により算出された関数の重心であることを特徴とする。
　これによれば、代表点としてＤＢＦ処理部により算出された関数の重心を算出する際に
は、閾値を設定する必要がないので、必ず代表点として重心を抽出できるという利点があ
る。また、受信強度にノイズ成分が重畳しており、受信強度がピークをとる距離を正しく
算出できないときであっても、代表点抽出部３３は代表点を抽出することができる。これ
により、前方がカーブしている道路であるか否かを、測定条件やノイズに対してロバスト
に判定することができる。
【００１６】
　［８］上記の課題を解決するために、本発明の一態様であるカーブ判定プログラムは、
受信された電波の方位毎に対象物と受信アンテナとの相対距離に対する受信された電波の
強度の関数を算出する第１のステップと、前記受信された電波の方位毎に前記第１のステ
ップにより算出された関数から代表点を抽出する第２のステップと、前記代表点抽出部に
より抽出された前記受信された電波の方位毎の代表点の距離を比較することにより、前方
がカーブしている道路であるか否かを判定する第３のステップと、をコンピュータに実行
させるためのカーブ判定プログラムである。
　上記カーブ判定プログラムによれば、前方がカーブしている道路であるか否かを判定す
ることができるので、レーダ装置がカーブ道路外に存在する対象物を自レーダ装置が取り
付けられた車両の走行軌跡上に存在すると誤認識することを防ぐことができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、前方がカーブしている道路であるか否かを判定することができる。こ
れにより、レーダ装置がカーブ道路外に存在する対象物を自レーダ装置が取り付けられた
車両の走行軌跡上に存在すると誤認識することを防ぐことができるので、車間距離警報シ
ステムまたは車速制御システムにおけるカーブ進入直前の不要警報または不要ブレーキの
作動を防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施形態におけるレーダ装置の構成例を示すブロック図である
【図２】送信波及び受信波により、三角波の上昇領域及び下降領域におけるビート信号の
生成を説明する概念図である。
【図３】複数本のアンテナが配列している面に対して垂直方向の軸に対する反射波の到来
角度を算出する方法を示した図である。
【図４】ＤＢＦ処理部による処理を説明するための図である。
【図５】カーブ進入直前の相対距離と受信強度との関係を示した図である。
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【図６】先行カーブ判別処理部のブロック構成図である。
【図７】移動物成分除去部の処理を説明するための図である。
【図８】レーダのビーム方向例である。
【図９】右カーブ進入直前の相対距離と受信強度の関係の一例である。
【図１０】図１０（ａ）は、カーブ道路外対象物検出イメージである。図１０（ｂ）は、
ＤＢＦ処理後の第３チャンネルの受信強度と相対距離との関係を示した図である。
【図１１】レーダ装置の処理の流れを示したフローチャートである。
【図１２】先行カーブ判別処理部の処理の流れを示したフローチャートである。
【図１３】カーブ中にある障害物と、カーブ進入直前のカーブ外構造物との模式図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。図１は、本発明の
実施形態におけるレーダ装置の構成例を示すブロック図である。
　同図において、本発明の実施形態におけるレーダ装置は、受信アンテナ１１～１ｎ（ｎ
は正の整数）と、ミキサ２１～２ｎ（ｎは正の整数）と、送信アンテナ３と、分配器４と
、フィルタ５１～５ｎ（ｎは正の整数）、ＳＷ（スイッチ）６と、ＡＤＣ（Ａ／Ｄコンバ
ータ、受信波取得部）７と、制御部８と、三角波生成部９と、ＶＣＯ（Ｖｏｌｔａｇｅ　
Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｏｓｃｉｌｌａｔｏｒ）１０と、信号処理部２０とを備える。
【００２０】
　上記信号処理部２０は、記憶部２１と、受信強度算出部２２と、ＤＢＦ検知部２３と、
距離検出部２４と、速度検出部２５と、方位確定部２６と、物標引継ぎ処理部２７と、先
行カーブ判別処理部２８と、物標出力処理部２９とを備える。
【００２１】
　次に、図１を参照して、本発明のレーダ装置の動作を説明する。
　受信アンテナ１１～１ｎは、送信波が対象物にて反射し、この対象物から到来する反射
波、すなわち受信波を受信する。
　ミキサ２１～２ｎ各々は、送信アンテナ３から送信される送信波と、各受信アンテナ１

１～１ｎそれぞれにおいて受信された受信波が増幅器により増幅された信号とを混合して
、それぞれの周波数差に対応したビート信号を生成する。
【００２２】
　上記送信アンテナ３は、三角波生成部９において生成された三角波信号を、ＶＣＯ１０
において周波数変調した送信信号を対象物に対して送信波として送信する。
　分配器４は、ＶＣＯ１０からの周波数変調された送信信号を、上記ミキサ２１～２ｎお
よび送信アンテナ３に分配する。
【００２３】
　フィルタ５１～５ｎ各々は、それぞれミキサ２１～２ｎにおいて生成された各受信アン
テナ１１～１ｎに対応したＣｈ１～Ｃｈｎのビート信号に対して帯域制限を行い、ＳＷ（
スイッチ）６へ帯域制限されたビート信号を供給する。
　ＳＷ６は、制御部８から入力されるサンプリング信号に対応して、フィルタ５１～５ｎ

各々を通過した各受信アンテナ１１～１ｎに対応したＣｈ１～Ｃｈｎのビート信号を、順
次切り替えて、ＡＤＣ（受信波取得部）７に供給する。
【００２４】
　ＡＤＣ（受信波取得部）７は、上記ＳＷ６から上記サンプリング信号に同期して入力さ
れる各受信アンテナ１１～１ｎ各々に対応したＣｈ１～Ｃｈｎのビート信号を、上記サン
プリング信号に同期して所定のサンプリング周波数でＡ／Ｄ変換してデジタル信号に変換
し、信号処理部２０における記憶部２１の波形記憶領域に順次記憶させる。換言すれば、
ＡＤＣ（受信波取得部）７は、ビート信号を所定の時間間隔で取得する。
【００２５】
　制御部８は、マイクロコンピュータなどにより構成されており、図示しないＲＯＭなど
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に格納された制御プログラムに基づき、図１に示すレーダ装置全体の制御を行う。
　信号処理部２０内の記憶部２１は、Ａ／Ｄコンバータ７においてデジタル変換されたデ
ジタル信号を各受信アンテナ１１～１ｎに対応したチャンネルごとに格納する。
【００２６】
　受信強度算出部２２は、記憶部２１に格納された各受信アンテナ１１～１ｎに対応した
チャンネルごとのビート信号（図２（ａ）の下図）に対して、フーリエ変換を行う。ここ
で、フーリエ変換後の複素数データの振幅を信号レベルと呼ぶこととする。
【００２７】
　受信強度算出部２２は、何れかのアンテナにおける複素数データまたは、全アンテナの
複素数データの加算値を周波数スペクトル化することにより、スペクトルの各ピーク値に
対応するビート周波数（すなわち距離）に依存した対象物の存在として検出することがで
きる。ここで、受信強度算出部２２が全アンテナの複素数データの加算値を用いた場合、
全アンテナの複素数データの加算により、ノイズ成分が平均化されてＳ／Ｎ比が向上する
。
【００２８】
　そして、受信強度算出部２２は、図２（ｂ）に示すビート周波数毎の信号レベルから、
予め設定された数値（閾値）を超える信号レベルを検出することによって、対象物が存在
していることを判定する。ここで、信号レベルのピーク値を受信波の強度と称す。
【００２９】
　受信強度算出部２２は、信号レベルのピークを検出した場合、ピーク値のビート周波数
（ビート信号の上り部分及び下り部分の双方）を対象物周波数として距離検出部２４、速
度検出部２５へ供給する。受信強度算出部２２は、周波数変調幅Δｆを距離検出部２４へ
供給し、中心周波数ｆ０を速度検出部２５へ供給する。
【００３０】
　受信強度算出部２２は、信号レベルのピークを検出できなかった場合、対象物がないと
いう情報を物標出力処理部２９に供給する。
　なお、ビート信号の上り部分のピーク値、またはビート信号の上り部分のピーク値とビ
ート信号の下り部分のピーク値の平均を信号レベルとして使用してもよい。
【００３１】
　次に、距離検出部２４は、受信強度算出部２２から入力される上昇部分の対象物周波数
ｆｕと、下降部分の対象物周波数ｆｄとから、下記式により距離Ｒを算出する。
【００３２】
　Ｒ＝｛ｃ・Ｔ／（２・Δｆ）｝・｛（ｆｕ＋ｆｄ）／２｝　　　　　　　　　（１）
【００３３】
　ここで、ｃは光速度、Ｔは変調時間（上昇部分／下降部分）である。
　距離検出部２４は、算出された対象物との距離Ｒを示す情報を物標引継ぎ処理部２７と
先行カーブ判別処理部２８と不図示の外部装置とへ供給する。また、距離検出部２４は、
その対象物との距離を示す情報を記憶部２１に保存する。
【００３４】
　また、速度検出部２５は、受信電力算出部２２から入力される上昇部分の対象物周波数
ｆｕと、下降部分の対象物周波数ｆｄとから、下記式により相対速度Ｖを算出し、算出し
た相対速度Ｖを示す情報を物標引継ぎ処理部２７と先行カーブ判別処理部２８と不図示の
外部装置とへ供給する。
【００３５】
　Ｖ＝｛ｃ／（２・ｆ０）｝・｛（ｆｕ－ｆｄ）／２｝　　　　　　　　　　　　（２）
【００３６】
　ＤＢＦ（デジタルビームフォーミング）処理部２３は、各受信アンテナが受信する受信
波の位相差を利用して、入力される各アンテナに対応した時間軸でフーリエ変換された複
素データを、アンテナの配列方向にさらにフーリエ変換し、すなわち空間軸フーリエ変換
を行う。そして、ＤＢＦ処理部２３は、角度分解能に対応した角度チャンネル毎のスペク
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トルの強度を示す受信された電波の強度（受信強度）の関数を算出し、算出した受信強度
の関数を示す情報を方位検出部２６に供給する。また、ＤＢＦ処理部２３は、算出した受
信強度の関数を示す情報を先行カーブ判別処理部２８へ供給する。
【００３７】
　方位検出部２６は、算出された角度チャンネル毎の受信強度の関数の値の大きさのうち
、一番大きな値を取る角度φを対象物の方位とし、対象物の方位を示す情報を物標引継ぎ
処理部２７と先行カーブ判別処理部２８と不図示の外部装置とへ供給する。また、方位検
出部２６は、その対象物の方位を示す情報を記憶部２１に保存する。
【００３８】
　物標引継ぎ処理部２７は、現在のサイクルで算出した対象物の距離、相対速度、方位の
値と、記憶部２１から読み出した１サイクル前に算出された対象物の距離、相対速度、方
位の値とのそれぞれの差分の絶対値が、それぞれの値毎に決められた閾値よりも小さい場
合、１サイクル前に検知した対象物と今回検知した対象物を同じものと判定する。
【００３９】
　その場合、物標引継ぎ処理部２７は、記憶部２１から読み出したその対象物の物標引継
ぎ処理回数を１増やす。そうでない場合には、物標引継ぎ処理部２７は、新しい対象物を
検知したとみなす。また、物標引継ぎ処理部２７は今回の対象物の距離を示す情報、相対
速度を示す情報、方位を示す情報およびその対象物の物標引継ぎ処理回数を示す情報を記
憶部２１に保存する。また、物標引継ぎ処理部２７は、先行カーブ判別処理部２８へ対象
物の識別番号を示す情報を供給する。
【００４０】
　続いて、先行カーブ判別処理部２８の概要について説明する。先行カーブ判別処理部２
８は、不図示の速度計測装置から供給された車速を示す情報を受け取る。先行カーブ判別
処理部２８の後述する代表点抽出部３３は、方位毎にＤＢＦ処理部１２により算出された
関数から代表点を抽出する。先行カーブ判別処理部２８の後述するカーブ判定部３４は、
代表点抽出部３３により抽出された方位毎の代表点の距離を比較することにより、前方が
カーブしている道路であるか否かを判定する。
【００４１】
　前方がカーブしている道路である場合、先行カーブ判別処理部２８は、ＤＢＦ処理部２
３により算出された方位毎の関数のうち対象物の方位の関数を抽出し、抽出された関数に
おける代表点の距離と、前記検出された相対距離とに基づいて、対象物がカーブの道路外
にあるか否か判定し、その判定結果の情報を物標出力処理部２９に供給する。
【００４２】
　物標出力処理部２９は、対象物がカーブ道路内にある場合に、その対象物の識別番号を
物標として不図示の外部装置に供給する。物標出力処理部２９は、先行カーブ判別処理部
２８から供給された複数の対象物の判別結果の情報を受け取り、そのどちらの対象物がカ
ーブ道路内にある場合、記憶部２１からそれぞれの対象物の方位を読み出す。物標出力処
理部２９は、それぞれの対象物の方位から、自車の車線上にある対象物を抽出し、自車の
車線上にある対象物の識別番号を示す情報を物標として不図示の外部装置へ供給する。
【００４３】
　これによって、その外部装置は、対象物が衝突の危険性を伴う通常検知対象物である場
合に、衝突を回避するために減速するか、または運転手に注意を促すために警報を発する
ことができる。
【００４４】
　また、物標出力処理部２９は、複数の対象物の判定結果の情報を受け取り、そのどちら
の対象物もカーブ道路内にある場合であって、２つ以上の対象物が自車の車線上にある場
合、記憶部２１から読み出した物標引継ぎ処理回数が多い対象物の識別番号を物標として
不図示の外部装置へ供給する。なお、物標出力処理２９は、対象物がカーブ道路外にある
場合、または受信強度算出部２２から対象物がないという情報が入力された場合には、物
標がないことを示す情報を不図示の外部装置へ供給する。
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【００４５】
＜距離、相対速度、水平角度（方位）を検出する原理＞
　次に、図２を用いて、信号処理部２０において用いられる、レーダ装置と対象物との距
離、相対速度、角度（方位）を検出する原理について簡単に説明する。
【００４６】
　図２は、送信波及び受信波により、三角波の上昇領域及び下降領域におけるビート信号
の生成を説明する概念図である。図２（ａ）には、図１の三角波生成部９において生成さ
れた信号がＶＣＯ１０において、中心周波数ｆ０、変調幅Δｆで周波数変調された送信信
号と、その送信信号が対象物に反射された受信信号とが示されている。ここで、図２の例
は、対象物が１つの場合である。
【００４７】
　図２（ａ）に示すように、送信信号に対し、対象物からの反射波である受信信号が、レ
ーダと対象物との距離に応じて右方向（時間遅れ方向）に遅延されて受信される。さらに
、ドップラー効果によって対象物との相対速度に応じて、送信信号に対して上下方向（周
波数方向）に変動する。
【００４８】
　複数の対象物が存在する場合、フーリエ変換後には、ビート信号の上り部分とビート信
号の下り部分のそれぞれに対象物の数と同じ数のピークが表れる。レーダと対象物の距離
に比例して、受信信号が遅延し、図２（ａ）の上段における受信信号は右方向にシフトす
るので、レーダと対象物との距離が離れるほど、図２（ａ）の下段におけるビート信号の
周波数は大きくなる。
【００４９】
　複数の対象物に対応する信号レベルのピークが複数検出された場合には、上りの部分お
よび下りの部分のピーク値ごとに、周波数が小さいものから順番に番号をつけて、物標出
力処理部２９へ供給する。ここで、上りおよび下りの部分において、同じ番号のピークは
、同じ対象物に対応しており、それぞれの識別番号を対象物の番号とする。
【００５０】
　受信強度算出部２２によるフーリエ変換の結果、図２（ｂ）に示されるように、対象物
が１つの場合、上昇領域及び下降領域にそれぞれに１つのピーク値を有することなる。こ
こで、図２（ｂ）は横軸が周波数、縦軸が信号強度となっている。
【００５１】
　図３は、複数本のアンテナが配列している面に対して垂直方向の軸に対する反射波の到
来角度を算出する方法を示した図である。受信アンテナ１１～１ｎは、図３に示すように
、間隔ｄにより配置されたアレー状のアンテナである。上記受信アンテナ１１～１ｎには
、アンテナの配列している面に対する垂直方向の軸との角度φ方向から入射される、対象
物からの到来波（入射波、すなわち送信アンテナ３から送信した送信波に対する対象物か
らの反射波）が入力する。
【００５２】
　このとき、上記到来波は、上記受信アンテナ１１～１ｎにおいて同一角度φにて受信さ
れる。端ともう１端の受信アンテナ間にて発生する受信信号の位相差は、受信信号の周波
数ｆ、端ともう１端の受信アンテナ間の間隔ｄｎ－１および角度φから、位相差は、２π
ｆ・（ｄｎ－１・ｓｉｎφ／Ｃ）で算出される。
【００５３】
　図４は、ＤＢＦ処理部２３による処理を説明するための図である。図４（ａ）は、受信
アンテナが３つの場合における受信強度のテーブルが示されている。インデックスは、０
からｎ－１までの整数であり、周波数すなわち対象物と受信アンテナとの相対距離を反映
している。
【００５４】
　図４（ｂ）の各々の受信強度について、５チャンネルでＤＢＦ処理した後の受信強度が
示されている。縦軸はインデックスであり、横軸は受信強度である。ＤＢＦ処理部２３は
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とにより、インデックス毎の受信強度を算出する。さらに、ＤＢＦ処理部２３は、上記の
処理を全インデックスに渡ってすることにより、図４（ｂ）に示されるＤＢＦ処理後の受
信強度を算出する。
【００５５】
　続いて、先行カーブ判別処理部２８が、前方が右カーブしている道路であるか左カーブ
している道路であるか判定する原理について説明する。図５は、カーブ進入直前の相対距
離と受信強度との関係を示した図である。図５（ａ）は、ＤＢＦ処理後の各チャンネルに
おいて、右カーブ進入直前の相対距離と受信強度との関係を示した図である。ここで、対
象物に向かって左側のチャンネル（例えば、ＣＨ１、ＣＨ２）を左チャネルと呼び、対象
物に向かって右側のチャンネル（例えば、ＣＨ４、ＣＨ５）を右チャネルと呼ぶ。
【００５６】
　図５（ａ）において、左側のチャンネルから右側のチャンネルになるに連れて、受信強
度がピークを取る距離が遠方になっていることが示されている。これは、右カーブでは、
右方向ほど壁やガードレール等の反射点が遠方になり、右側のチャンネルになるほど、遠
方の反射点から反射された電波を検知するからである。
【００５７】
　　図５（ｂ）は、ＤＢＦ処理後の各チャンネルにおいて、左カーブ進入直前の相対距離
と受信強度との関係を示した図である。左カーブ進入直前の場合、右カーブ進入直前とは
逆に、左側のチャンネルから右側のチャンネルになるに連れて、受信強度がピークを取る
距離が近傍になっていることが示されている。上記と同様に理由により、左カーブでは、
左方向ほど壁やガードレール等の反射点が遠方になり、左側のチャンネルになるほど、遠
方の反射点から反射された電波を検知するからである。
【００５８】
　従って、先行カーブ判別処理部２８は、受信強度がピークを取る距離が左側のチャンネ
ルから右側のチャンネルの順に遠くなっていれば右カーブと判別する。逆に、先行カーブ
判別処理部２８は、受信強度がピークを取る距離が左側のチャンネルから右側のチャンネ
ルの順に近くなっていれば左カーブと判別する。
【００５９】
　図６は、先行カーブ判別処理部２８のブロック構成図である。先行カーブ判別処理部２
８は、移動物判定部３１と、移動物成分除去部３２と、代表点抽出部３３と、カーブ判定
部３４と、カーブ道路外判定部３５とを備える。
　移動物判定部３１は、相対速度を示す情報と本実施形態のレーダ装置が取り付けられた
車両（以後、自車と称する）の車速を示す情報とに基づいて、対象物が移動物であるか否
か判定する。具体的には、例えば、移動物判定部３１は、自車の車速をＶｘとすると、静
止物の相対速度は－Ｖｘとなるから、相対速度が－Ｖｘとなるものを静止物と判定する。
一方、移動物判定部３１は、相対速度が－Ｖｘ以外の対象物を移動物と判定する。
【００６０】
　続いて、移動物成分除去部３２の処理の概要について説明する。移動物成分除去部３２
は、移動物判定部３１により対象物に移動物が含まれる場合、ＤＢＦ処理後の空間複素数
データから移動物成分を除去し、移動物成分が除去された空間複素数データを代表点抽出
部３３へ出力する。移動物成分除去部３２の処理の詳細は後述する。
【００６１】
　代表点抽出部３３は、空間複素数データまたは移動物成分が除去された空間複素数デー
タからチャンネル毎に代表点を抽出し、抽出したチャンネル毎の代表点における相対距離
を示す情報をカーブ判定部３４へ出力する。具体的には、例えば、代表点抽出部３３は、
チャンネル毎に下記式により相対距離に対する受信強度の分布の重心を算出し、その重心
における相対距離を示す情報をカーブ判定部３４へ出力する。
【００６２】



(11) JP 2012-173152 A 2012.9.10

10

20

30

40

50

【数１】

【００６３】
　ここで、ｌｖｉはｉ番目（ｉは０からｎ－１までの整数）の相対距離における受信強度
であり、Ｒｉはｉ番目の相対距離である。
　なお、代表点抽出部３３は、代表点として受信強度のピークを抽出してもよい。
【００６４】
　続いて、カーブ判定部３４の処理の概要について説明する。カーブ判定部３４は、入力
されたチャンネル毎の代表点における相対距離を示す情報を比較することにより、前方が
右カーブしている道路であるか、左カーブしている道路であるか、あるいはカーブしてい
ない道路であるか判定する。カーブ判定部３４は、判定結果を示す情報をカーブ道路外判
定部３５に出力する。
【００６５】
　カーブ道路外判定部３５は、判定結果が前方がカーブしている道路であることを示す場
合、ＤＢＦ処理部２３により算出された方位毎の関数のうち対象物の方位の関数を抽出し
、抽出された関数における代表点の距離と、対象物の相対距離とに基づいて、対象物がカ
ーブの道路外にあるか否か判定する。カーブ道路外判定部３５は、判定結果を示す情報を
物標出力処理部２９に出力する。
【００６６】
　その際、カーブ道路外判定部３５は、検出された相対距離が、抽出された関数における
代表点に対応する距離に基づく距離よりも短い場合、対象物をカーブ道路内と判定する。
一方、カーブ道路外判定部３５は、検出された相対距離が、抽出された関数における代表
点に対応する距離に基づく距離以上に長い場合、対象物をカーブ道路外と判定する。
【００６７】
　続いて、移動物成分除去部３２の処理の詳細について説明する。図７は、移動物成分除
去部３２の処理を説明するための図である。図７（ａ）は、上り変調時の受信強度と周波
数の関係が示された図である。図７（ｂ）は、下り変調時の受信強度と周波数の関係が示
された図である。　図７（ｃ）は、上り変調時における受信強度分布から移動物成分が除
去された図である。図７（ｄ）は、下り変調時における受信強度分布から移動物成分が除
去された図である。
【００６８】
　自車の車速をＶｘとした時に、静止物は－Ｖｘの相対速度を持つため、－Ｖｘ分のドッ
プラーシフトが生じる。従って、図７（ｂ）の静止物成分の取る周波数帯域は、図７（ａ
）の静止物成分の取る周波数帯域よりも、高い周波数帯域にシフトする。
【００６９】
　一方、移動物成分が、自車が追従している先行車である場合、相対速度は小さく、ドッ
プラーシフトも小さい。従って、図７（ｂ）の移動物成分の取る周波数帯域は、図７（ａ
）の移動物成分の取る周波数帯域と近い周波数帯域となる。
　レーダ検知範囲内に先行車や反対車線を走行する対向車などの移動物が検出された場合
には、チャンネル間における受信強度分布の重心における相対距離の関係が崩れることが
ある。
　本実施形態では、カーブ判定部３４が、前方がカーブしている道路であるか否か判定す
る際に、静止物成分のみにするため、移動物成分除去部３２は移動物成分を除去する。
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【００７０】
　移動物成分除去部３２は、上り変調周波数ｆｕを上式（１）と上式（２）とから導かれ
る以下の式で算出する。
【００７１】
【数２】

【００７２】
　移動物成分除去部３２は、下り変調周波数ｆｄを上式（１）と上式（２）とから導かれ
る以下の式で算出する。
【００７３】

【数３】

【００７４】
　移動物成分除去部３２は、上式（４）と（５）で算出した上り変調周波数ｆｕの周辺と
、下り変調周波数ｆｄの周辺の受信強度のピーク成分を除去する。その際、移動物成分除
去部３２は、上り変調周波数ｆｕ、下り変調周波数ｆｄからピークの形状に合わせて、ピ
ークの裾までを除去する。
　なお、移動物成分除去部３２は、処理負荷を軽減する場合には、上り変調周波数ｆｕ、
下り変調周波数ｆｄのそれぞれから前後所定の周波数範囲を除去してもよい。
【００７５】
　なお、移動物成分除去部３２が移動物成分を除去する場合には、ＤＢＦ処理後の受信強
度がピークを取る距離、相対距離、速度の中間データを記憶しておき、その組み合わせた
上り変調と下り変調のそれぞれのピークを辿ることで、移動物成分を除去してもよい。
【００７６】
　続いて、代表点抽出部３３の処理の詳細について説明する。図８は、レーダのビーム方
向例である。同図において、ＤＢＦ処理後のレーダのビーム方向に、左から順に１ＣＨ、
２ＣＨ、３ＣＨ、４ＣＨ、５ＣＨと付けられている。
【００７７】
　図９は、右カーブ進入直前の相対距離と受信強度の関係の一例である。同図において、
チャンネル毎に、受信強度分布の重心の相対距離（例えば、１ＣＨではａ、２ＣＨではｂ
、３ＣＨではｃ、４ＣＨではｄ、５ＣＨではｅ）が示されている。
　代表点抽出部３３は、図９に示すようなチャンネル毎に受信強度分布の重心を代表点と
して抽出する。そして、代表点抽出部３３は、抽出したチャンネル毎の重心の相対距離の
大小関係を比較し、ａ＜ｂ＜ｃ＜ｄ＜ｅであれば右カーブ、逆に、ａ＞ｂ＞ｃ＞ｄ＞ｅで
あれば左カーブと判定する。
【００７８】
　代表点抽出部３３が、所定の閾値を超える受信強度のピークを代表点として検出しよう
とする際には、ピークが閾値を越えない場合に、受信強度のピークを検出できず代表点を
抽出できない場合がある。それに対し、代表点抽出部３３が、代表点として相対距離に対
する受信強度の分布の重心を算出する際には、閾値を設定する必要がないので、必ず代表
点として重心を抽出できるという利点がある。
　また、受信強度にノイズ成分が重畳しており、受信強度がピークをとる距離を正しく算
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出できないときであっても、代表点抽出部３３は代表点を抽出することができる。これに
より、前方がカーブしている道路であるか否かを、測定条件やノイズに対してロバストに
判定することができる。
【００７９】
　なお、この関係は上り変調と下り変調共に同様なので、代表点抽出部３３はどちらか一
方の周波数解析結果で判別してもよい。また、代表点抽出部３３は、相対距離に対する受
信強度の分布のピークを代表点として抽出してもよい。
【００８０】
　続いて、カーブ道路外判定部３５の処理の詳細について説明する。図１０（ａ）は、カ
ーブ道路外対象物検出イメージである。同図において、各チャンネルの受信強度分布の重
心を示す相対距離（ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ）と検出された物標（ＴＡＧ１、ＴＡＧ２）が示
されている。
【００８１】
　図１０（ｂ）は、ＤＢＦ処理後の第３チャンネルの受信強度と相対距離との関係を示し
た図である。縦軸は受信強度であり、横軸は相対距離である。同図において、受信強度分
布の重心の相対距離ｃと、物標ＴＡＧ１によるピークと、物標ＴＡＧ２によるピークとが
示されている。ここで、相対距離ｃは、カーブと判断される一番近傍の距離とは限らない
。
【００８２】
　よって、カーブ道路外判定部３５は、相対距離ｃ周辺の盛り上がりの裾のうち相対距離
が短いほうの距離Ｒ１以上の長い距離をカーブ道路外として扱う。カーブ道路外判定部３
５は、物標ＴＡＧ１の距離は距離Ｒ１より長いので、物標ＴＡＧ１の対象物をカーブ道路
外と判定する。一方、カーブ道路外判定部３５は、物標ＴＡＧ２の距離は距離Ｒ１より短
いので、物標ＴＡＧ２の対象物をカーブ道路内と判定する。
　なお、カーブ道路外判定部３５は、相対距離ｃを中心にして前後所定の範囲をカーブ道
路外と判定してもよい。
【００８３】
　図１１は、レーダ装置の処理の流れを示したフローチャートである。まず、ＡＤＣ７は
、ビート信号がＡＤ変換されたＡＤ変換データを記憶部２１に格納する（ステップＳ１０
１）。次に、受信強度算出部２２は、記憶部２１からＡＤ変換データを読み出し、そのＡ
Ｄ変換データをフーリエ変換することにより、周波数毎の受信強度を算出する（ステップ
Ｓ１０２）。次に、ＤＢＦ処理部２３は、受信強度算出部２２により周波数毎の受信強度
に対して、ＤＢＦ処理することにより、チャネル毎の受信強度と相対距離の関係を算出す
る（ステップＳ１０３）。
【００８４】
　次に、受信強度算出部２２は、上り変調と下り変調の信号レベルのピークを検出する（
ステップＳ１０４）。次に、上り変調と下り変調の組み合わせにより、距離検出部２４は
、対象物の相対距離を算出し、速度検出部２５は、対象物の相対速度を算出する（ステッ
プＳ１０５）。次に、方位検出部２６は、対象物の方位を算出する（ステップＳ１０６）
。
【００８５】
　次に、物標出力処理部２９は、前回までの物標と今回抽出した対象物を関連づける（ス
テップＳ１０７）。次に、先行カーブ判別処理部２８は、前方がカーブしている道路であ
るか否かを判定し、前方がカーブしている道路である場合、対象物がカーブの道路外か否
か判定する（ステップＳ１０８）。物標出力処理部２９は、対象物の中から優先順位の高
い物標を抽出し、抽出した物標を外部に出力する（ステップＳ１０９）。以上で、本フロ
ーチャートを終了する。
【００８６】
　図１２は、先行カーブ判別処理部２８の処理の流れを示したフローチャートである。こ
こでは、ＤＢＦ処理部２３が５チャンネルでＤＢＦ処理した場合について、説明する。
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　まず、移動物判定部３１は、物標が静止物のみか否か判定する（ステップＳ２０１）。
物標が静止物のみの場合（ステップＳ２０１　ＹＥＳ）、ステップＳ２０３の処理に進む
。物標が移動物を含む場合（ステップＳ２０１　ＮＯ）、ＤＢＦ処理後の各チャンネルの
受信強度と相対距離の関係から移動物成分を除去する（ステップＳ２０２）。
【００８７】
　次に、代表点抽出部３３は、チャンネル毎の重心における相対距離（ａ、ｂ、ｃ、ｄ、
ｅ）を算出する（ステップＳ２０３）。次に、カーブ判定部３４は、ａ＞ｂ＞ｃ＞ｄ＞ｅ
であるか否か判定する（ステップＳ２０４）。ａ＞ｂ＞ｃ＞ｄ＞ｅである場合（ステップ
Ｓ２０４　ＹＥＳ）、カーブ判定部３４は、前方が左カーブしている道路であると判定し
（ステップＳ２０５）、ステップＳ２０９の処理に進む。
【００８８】
　一方、ａ＞ｂ＞ｃ＞ｄ＞ｅでない場合（ステップＳ２０４　ＮＯ）、カーブ判定部３４
は、ａ＜ｂ＜ｃ＜ｄ＜ｅであるか否か判定する（ステップＳ２０６）。ａ＜ｂ＜ｃ＜ｄ＜
ｅである場合（ステップＳ２０６　ＹＥＳ）、カーブ判定部３４は、前方が右カーブして
いる道路であると判定し（ステップＳ２０７）、ステップＳ２０９の処理に進む。
　ステップＳ２０９において、カーブ道路外判定部３５は、各対象物がカーブ道路外に存
在するか否か判定する（ステップＳ２０９）。
【００８９】
　一方、ａ＜ｂ＜ｃ＜ｄ＜ｅでない場合（ステップＳ２０６　ＮＯ）、カーブ判定部３４
は、前方がカーブしていない道路であると判定する（ステップＳ２０８）。以上で、本フ
ローチャートの処理を終了する。
【００９０】
　以上により、本実施形態におけるレーダ装置は、前方がカーブしている道路であるか否
か判定し、前方がカーブしている道路である場合には、対象物がカーブ道路外に存在する
か否か判定することができる。これにより、レーダ装置がカーブ道路外に存在する壁やガ
ードレールなどの構造物を車両の走行軌跡上に存在すると誤認識することを防ぐことがで
きる。
【００９１】
　さらに、カーブ道路外に存在する壁やガードレールなどの構造物を車両の走行軌跡上に
存在すると誤認識することを防ぐことができるので、車間距離警報システムまたは車速制
御システムにおけるカーブ進入直前の不要警報または不要ブレーキの作動を防ぐことがで
きる。
【００９２】
　なお、ＤＢＦ処理部２３は、ＭＵＳＩＣ（ＭＵｌｔｉｐｌｅ　ＳＩｇｎａｌ　Ｃｌａｓ
ｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ）のような高分解能アルゴリズムを用いて、チャネル毎に受信強度
と相対距離の関係を算出してもよい。
【００９３】
　また、受信強度算出部２２は、受信された電波の強度（受信強度）を相対距離の関数と
して算出する際に、レーダ方程式に基づき、受信強度の減衰量を補正してもよい。具体的
には、例えば、受信強度算出部２２は、実際の受信強度を、レーダ方程式に基づいて算出
された理論上の受信強度に置き換えても良い。これにより、対象物との距離が離れるほど
距離が減衰してしまうことにより、代表点抽出部３３により算出される重心の相対距離が
近づくということを防ぐことができる。
【００９４】
　また、本発明の実施形態では、レーダ装置として電子走査型レーダ装置について説明し
たが、これに限らず、機械操作式レーダ装置であってもよい。また、本実施形態における
レーダ装置は、ＤＢＦ処理後のチャンネル数を５チャンネルにしたがこれに限らず、チャ
ンネル数は複数あればよい。
【００９５】
　また、本発明の実施形態である信号処理部２０の機能またはその機能の一部をコンピュ
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ログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録された
コンピュータプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実
現してもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉ
ｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）や周辺機器のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュー
タ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、光ディスク
、メモリカード等の可搬型記録媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク
等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、イン
ターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合
の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバー
やクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定期間プロ
グラムを保持するものを含んでもよい。また上記のコンピュータプログラムは、前述した
機能の一部を実現するためのものであってもよく、さらに前述した機能をコンピュータシ
ステムにすでに記録されているコンピュータプログラムとの組み合わせにより実現するも
のであってもよい。
【００９６】
　以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述したが、具体的な構成はこの実施
形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。
【符号の説明】
【００９７】
　１１、１ｎ　受信アンテナ
　２１、２ｎ　ミキサ
　３　送信アンテナ
　４　分配器
　５１、５ｎ　フィルタ
　６　ＳＷ
　７　ＡＤＣ（受信波取得部）
　８　制御部
　９　三角波生成部
１０　ＶＯＣ
２０　信号処理部
２１　記憶部
２２　受信強度算出部
２３　ＤＢＦ処理部
２４　距離検出部
２５　速度検出部
２６　方位検出部
２７　物標引継ぎ処理部
２８　先行カーブ判別処理部
２９　物標出力処理部
３１　移動物判定部
３２　移動物成分除去部
３３　代表点抽出部
３４　カーブ判定部
３５　カーブ道路外判定部
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